
 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

                            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

聴取・逮捕 

通報・相談 

相談 

召集・指揮 

相談・支援 

警察の捜査 

報告等 

第三者による調査 

依頼・連携 

実線→基本的な流れ  点線→必要に応じた対応の流れ 

別紙 2 

 

（聴取） 

警察 

第三者による事実確認の調査 

児童相談所 

葛南教育事務所 

ワンストップ 

支援センター 

他 相談機関 

県教育委員会 

弁護士 公認心理士 

（依頼・連携） 

＜性暴力等被害の発覚＞  

 

・生徒や保護者からの相談 

・教職員からの報告 

・総合教育センター等からの通報 

 

生徒等からの相談 
・簡潔に行うこと 

・詳細の聴き取りや複数回実施す

ることは避ける 

被害生徒・保護者 

管理職 
被害生徒と加害者の分離 

習志野市教育委員会性暴力等対応窓口 

047-451-1133 

習志野市教育委員会の役割 
・被害生徒・保護者への支援・調査 

・加害者への聴取 

・葛南教育事務所への報告 

・第三者による事実確認の調査の派遣依頼 
（子どもと親のサポートセンター、市法曹会等） 

加害職員等からの聴取 被害生徒からのききとり・保護・支援 

＜習志野高等学校＞ 


